
『論語正義』訳注 : 「顔淵篇第十二」（二）

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-05-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 平木, 康平

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004551URL



『
論
語
正
義
』
訳
注

1
「
顔
淵
篇
第
十
二
」
（
二
）

平
　
木
　
康
平

73　『論語正義』訳注

　
本
稿
は
、
清
の
劉
實
楠
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
五
）
が
著
し
た
『
論
語
正
義
』

の
訳
註
で
あ
る
。

　
本
訳
註
は
、
本
田
濟
・
神
楽
岡
昌
俊
・
衣
笠
勝
美
・
山
口
澄
子
・
井
沢
耕
一
・

大
森
良
の
各
氏
と
平
木
康
平
と
で
会
読
し
た
成
果
で
あ
る
。
山
口
氏
の
草
稿
に
、

平
木
が
補
正
を
加
え
た
も
の
で
、
文
責
は
平
木
に
あ
る
。

　
す
で
に
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
一
）
は
、
「
大
阪
青
山
短
期
大
虚
研
究
紀
要

第
二
十
三
号
」
（
平
成
九
年
三
月
）
に
、
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
二
）
は
、
「
大

阪
青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
」
（
平
成
九
年
二
月
）
に
、
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
三
）

は
、
「
人
文
学
論
集
第
十
六
集
」
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成
十
年
一
月
）

に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
四
）
は
、
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会

科
学
第
四
六
巻
」
（
平
成
十
年
三
月
）
に
、
「
先
進
篇
第
十
一
」
（
五
）
は
、
「
大

阪
府
立
大
学
紀
要
　
入
文
・
社
会
科
学
長
四
七
巻
」
（
平
成
十
一
年
三
月
）
に
、

「
正
戦
篇
第
十
二
」
（
こ
は
、
「
人
文
学
論
集
第
十
七
集
」
（
大
阪
府
立
大
学

人
文
学
会
、
平
成
十
一
年
二
月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
は
そ
の

後
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

一一一一 }一

例原
文
は
南
著
書
院
本
（
『
皇
聖
経
解
』
所
収
）
を
底
本
と
し
た
。

『
論
語
』
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。

訳
文
・
注
で
は
常
用
漢
字
体
を
使
用
し
た
。

「
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
」
は
両
者
の
説
に
基
づ
い
て
『
論
語
』
本
文
を
訓
読

し
た
も
の
。
両
者
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
項
を
立
て
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も

の
は
出
来
る
だ
け
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。
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一一　　　　一　　一一

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
の
書
名
や
篇
名
が
通
行

本
と
異
な
る
場
合
や
、
不
足
す
る
場
合
は
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

引
用
文
中
の
文
字
の
異
伺
は
、
明
ら
か
な
誤
字
や
解
釈
に
支
障
を
来
た
す

も
の
を
除
い
て
割
愛
し
た
。

原
文
は
適
宜
区
切
り
、
段
落
分
け
を
行
っ
た
。

注
は
本
文
中
に
＊
印
を
付
し
、
各
章
の
後
に
記
し
た
。

簡
単
な
注
は
訳
文
中
に
（
）
を
用
い
て
記
し
た
。

第
五
章

［
論
語
本
文
］

司
馬
牛
憂
日
、
人
皆
有
兄
弟
、
我
掲
無
。

［
乾
裂
・
正
賓
楠
解
］

　
　
り
無
し
と
。

［
注
］

司
馬
牛
憂
ひ
て
曰
く
、
人
　
皆
な
兄
弟
有
る
も
、
我
獅

鄭
（
玄
）
曰
く
、
牛
の
兄
の
桓
魁
首
を
行
ひ
、

兄
弟
無
し
と
諭
す
。

亡
ぶ
こ
と
日
無
し
。
我

［
論
語
本
文
］
子
夏
日
、
商
聞
之
　
。
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
。
君
子
課
戸
無

　
　
失
、
與
人
恭
而
有
禮
。
四
海
之
内
、
皆
兄
弟
也
。
君
子
何
患
乎
無
兄
弟

也
。

［
何
曇
．
劉
寳
楠
解
］
子
夏
曰
く
、
商
之
を
聞
け
り
。
死
生
　
命
有
り
、
富
貴

　
　
天
に
在
り
。
君
子
　
敬
ひ
て
失
無
く
、
人
と
恭
し
く
し
て
禮
有
り
。
四

　
　
海
の
内
、
皆
な
兄
弟
な
り
。
君
子
何
ぞ
兄
弟
無
き
を
患
ひ
ん
や
と
。

［
注
］
包
（
成
）
曰
く
、
君
子
は
悪
を
疏
ん
じ
賢
を
友
と
す
。
九
州
の
人
、
皆

　
　
な
禮
を
以
て
親
し
む
べ
し
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
商
之
を
聞
け
り
」
と
は
、
諸
を
夫
子
に
聞
く
を
謂
ふ

な
り
。

　
銭
氏
大
昨
『
潜
研
堂
（
文
）
集
』
に
、
「
此
の
文
の
『
死
生
命
有
り
』
よ
り
『
四

海
の
内
、
皆
な
兄
弟
な
り
』
に
至
る
ま
で
、
皆
な
三
夏
聞
く
所
の
言
を
亡
ぶ
る

な
り
。
蓋
し
牛
　
兄
弟
無
き
を
憂
ひ
と
爲
す
を
以
て
の
故
に
、
『
四
海
皆
な
兄

弟
な
り
』
の
文
を
引
き
て
謹
と
爲
す
。
乃
ち
『
何
ぞ
兄
弟
無
き
を
患
ひ
ん
』
を

以
て
、
之
に
足
成
す
。
若
し
但
だ
『
死
生
命
有
り
、
富
貴
　
天
に
在
り
』
と
云

ふ
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
兄
弟
無
き
の
憂
ひ
と
何
ぞ
與
ら
ん
や
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
銭
説
是
な
り
。
『
論
衡
』
「
命
禄
（
篇
）
（
正
義
原
文
「
禄
命
」

に
誤
る
）
」
「
辮
崇
篇
」
は
此
の
文
を
引
き
て
皆
な
孔
子
の
語
に
作
る
こ
と
謹

す
べ
し
。
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戴
氏
望
『
（
論
語
）
注
』
に
云
ふ
、
「
牛
　
魁
を
以
て
の
故
に
、
其
の
世
禄

を
喪
ひ
、
出
で
て
他
県
に
奔
る
。
故
に
天
を
旨
し
て
命
と
言
ひ
、
以
て
牛
の
憂

ひ
を
寛
く
せ
ん
と
す
。
明
ら
け
し
、
事
有
り
て
當
に
順
ひ
て
其
の
正
を
若
く
べ
し
。

天
に
在
り
て
人
の
能
く
爲
す
所
に
は
非
ざ
る
を
」
と
。

　
李
氏
惇
『
華
経
識
小
』
に
、
「
案
ず
る
に
、
『
向
魅
既
に
衛
に
奔
り
、
牛

馬
と
珪
と
を
致
し
て
齊
に
暑
く
。
魅
復
た
齊
に
奔
る
に
及
び
て
、
牛
　
復
た
邑

を
致
し
て
呉
に
適
く
。
呉
人
畜
を
詰
み
て
反
す
。
虚
器
子
之
を
召
し
、
陳
成
子

亦
た
之
を
召
し
、
因
り
て
魯
を
過
る
に
魯
の
郭
門
外
に
卒
す
』
（
『
左
傳
』
「
哀

公
十
四
年
」
）
。
此
の
憂
ひ
と
は
、
想
ふ
に
其
の
時
に
當
た
る
。
故
に
死
生
・

富
貴
も
て
、
子
夏
以
て
其
の
意
を
解
か
ん
と
す
。
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
卒

す
れ
ば
、
則
ち
或
ひ
は
憂
ひ
を
以
て
死
せ
し
な
ら
ん
」
と
。

　
「
命
有
り
」
と
は
受
命
を
謂
ふ
な
り
。
「
命
有
り
」
と
「
天
に
在
り
」
と
、

文
を
互
ひ
に
し
て
義
を
見
す
。
「
敬
ひ
て
当
無
し
」
と
は
、
己
を
修
む
る
に
敬

を
以
て
す
れ
ば
、
放
失
す
る
所
無
き
を
謂
ふ
な
り
。
「
四
海
の
内
、
皆
な
兄
弟

な
り
」
と
は
、
四
海
の
内
皆
な
吾
と
親
し
む
こ
と
兄
弟
の
如
き
を
言
ふ
な
り
。

　
『
大
骨
禮
』
「
曾
子
制
言
上
」
に
、
「
曾
子
の
門
弟
子
に
、
將
に
晋
に
之
か

ん
と
す
る
も
の
或
り
て
曰
く
、
吾
を
知
る
無
し
と
。
曾
子
曰
く
、
何
ぞ
必
ず
し

も
然
ら
ん
や
。
往
け
。
知
る
有
れ
ば
、
之
を
友
と
謂
ひ
、
知
る
無
く
ん
ば
、
之

を
主
と
謂
ふ
。
且
つ
漏
れ
君
子
仁
を
執
り
志
を
立
つ
る
に
、
行
ふ
を
先
に
し

言
ふ
を
後
に
す
れ
ば
、
千
里
の
外
幕
な
兄
弟
量
り
。
筍
も
是
を
生
れ
爲
さ
ざ
れ
ば
、

則
ち
汝
　
親
し
ま
ん
と
す
と
難
も
、
庸
ぞ
執
か
能
く
汝
に
親
し
ま
ん
や
」
と
。

　
『
説
苑
』
「
雑
言
篇
」
に
、
「
夫
子
曰
く
、
其
の
行
ひ
を
敏
に
し
、
其
の
禮

を
修
む
れ
ば
、
千
里
の
外
も
親
し
む
こ
と
兄
弟
の
如
し
。
若
し
行
ひ
敏
な
ら
ず
、

禮
合
せ
ざ
れ
ば
、
門
に
封
ず
る
も
通
ぜ
ず
」
と
。

　
並
び
に
此
の
文
と
義
相
冒
す
。

　
皇
（
侃
）
本
は
「
皆
」
の
下
に
「
爲
」
字
有
り
。
院
歯
元
「
校
勘
記
」
に
、

「『

琲
c
論
』
「
和
親
章
」
及
び
『
文
選
』
蘇
子
卿
「
古
詩
」
注
、
並
び
に
此
の

文
を
引
き
て
「
爲
」
字
有
り
」
と
。

注
の
「
牛
島
壁
際
帯
下
、
亡
無
気
。
我
爲
無
兄
弟
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
邪
（
鳥
）
疏
に
云
ふ
、
「
案
ず
る
に
、
「
哀
（
公
）
十

四
年
」
『
堂
島
』
に
云
ふ
、
『
宋
の
桓
魅
の
寵
、
公
を
害
す
。
公
將
に
之
を
討

た
ん
と
し
て
未
だ
及
ば
ざ
る
に
、
魅
　
先
に
公
を
謀
る
。
公
之
を
知
り
、
皇
司

馬
子
仲
及
び
左
師
向
巣
を
召
し
て
、
以
て
其
の
徒
に
命
じ
て
桓
氏
を
攻
め
ん

と
す
。
向
魅
遂
に
曹
に
入
り
て
以
て
叛
す
。
民
　
之
に
叛
し
て
、
衛
に
奔
る
。

遂
に
齊
に
奔
る
』
と
。
是
れ
其
の
悪
を
行
ひ
て
死
し
亡
ぶ
の
事
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
魅
の
弟
に
は
尚
ほ
子
碩
・
子
車
有
り
て
、
並
び
に
悪
に
零
し
、

魅
の
兄
の
向
巣
は
魅
を
伐
ち
て
克
た
ず
、
大
夫
を
質
に
し
て
以
て
入
ら
ん
と
す

る
も
能
く
せ
ず
。
亦
た
曹
に
入
り
、
後
昆
に
來
弔
す
（
「
案
ず
る
に
」
以
下
こ
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こ
ま
で
『
左
転
』
「
哀
公
十
四
年
」
）
。
故
に
日
ふ
、
「
我
兄
弟
無
し
と
爲
す
」
と
。

明
ら
け
し
、
專
ら
魅
一
人
を
指
し
て
言
ふ
の
み
な
ら
ざ
る
を
。

　
注
の
「
君
子
」
よ
り
「
禮
親
」
に
至
る
ま
で
（
正
義
原
文
「
禮
親
」
を
「
兄
弟
」

に
作
る
は
誤
り
）
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
注
以
へ
ら
く
、
人
と
與
に
す
る
に
當
に
恭
し
く
し
て
禮

有
る
べ
し
と
難
も
、
然
れ
ど
も
人
は
皆
な
は
賢
な
ら
ず
。
又
た
牛
正
に
兄
弟
の

不
賢
を
以
て
憂
ひ
と
爲
す
。
故
に
「
悪
を
疏
ん
じ
賢
を
友
と
す
」
を
以
て
之
に

言
ふ
。

　
九
州
と
は
、
周
は
夏
制
に
伽
り
て
九
州
有
り
。
（
『
周
禮
』
）
「
職
方
氏
」
注

に
見
ゆ
。
経
に
四
海
と
言
へ
ば
、
四
夷
の
荒
遠
な
る
有
る
を
嫌
ふ
を
以
て
の
故
に
、

但
だ
中
國
を
學
げ
て
、
九
州
を
以
て
之
を
言
ふ
な
り
。

第
六
章

［
論
語
本
文
］
子
張
間
明
。

　
　
明
也
已
　
。

子
日
、
浸
潤
之
譜
、
忌
日
之
懸
、
不
行
焉
。
可
謂

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］
子
張
　
明
を
問
ふ
。
子
曰
く
、

　
　
憩
へ
、
行
は
れ
ず
。
明
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。

浸
潤
の
曲
り
、
膚
受
の

［
注
］
鄭
（
玄
）
曰
く
、
人
を
譜
る
の
言
、
水
の
浸
潤
す
る
が
如
く
、
漸
以
て

　
　
　
之
を
成
す
な
り
。
馬
（
融
）
曰
く
、
膚
受
の
慧
へ
と
は
、
皮
膚
の
外
の

　
　
　
語
に
し
て
、
其
の
内
實
に
は
非
ざ
る
な
り
。

［
論
語
本
文
］
浸
潤
之
譜
、
膚
受
之
態
、
不
行
焉
。
可
謂
遠
国
已
　
。

［
再
呈
・
劉
寳
略
解
］
浸
潤
の
辺
り
、
膚
受
の
懇
へ
、
行
は
れ
ず
。
遠
と
謂
ふ

　
　
　
べ
き
の
み
と
。

［
注
］
馬
（
融
）
曰
く
、
此
の
二
者
無
き
は
、
但
だ
明
と
損
す
の
み
に
は
訓
ず
。

　
　
　
其
の
徳
行
高
遠
に
し
て
、
人
能
く
及
ぶ
目
し
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
明
」
と
は
賢
人
を
任
用
し
て
、
能
く
疑
は
ざ
る
を
言

ふ
な
り
。
『
筍
子
』
「
解
蔽
篇
」
に
、
「
傳
に
曰
く
、
賢
を
知
る
、
之
を
明
と
謂
ふ
」

と
。
『
春
秋
繁
露
』
「
五
行
五
事
篇
」
に
、
「
視
に
は
明
と
日
ふ
。
明
と
は
賢
不

肖
を
知
る
こ
と
、
黒
白
を
分
明
す
る
が
ご
と
き
な
り
」
と
。
『
漢
書
』
「
五
行
志
」

に
、
「
故
に
尭
・
舜
華
賢
を
基
・
げ
て
之
を
朝
に
命
じ
、
四
俵
を
遠
ざ
け
て
諸
を

埜
に
放
つ
。
孔
子
曰
く
、
『
浸
潤
の
譜
り
、
膚
受
の
訴
へ
、
行
は
れ
ず
、
明
と

謂
ふ
べ
し
』
」
と
。
班
（
固
の
「
五
行
）
志
」
の
言
ふ
所
を
観
る
に
、
是
れ
明

ら
か
に
人
を
知
る
を
謂
ふ
。
『
周
書
』
「
筆
法
解
」
に
、
「
譜
訴
行
は
れ
ざ
る
を



77　『論語正義』訳注

明
と
日
ふ
」
と
。
然
ら
ば
則
ち
夫
子
　
子
張
に
答
ふ
る
に
、
亦
た
遡
れ
明
の
識

を
畢
げ
て
之
に
告
ぐ
る
な
り
。
『
説
文
』
（
言
部
）
に
、
「
譜
は
想
な
り
。
言
に

從
ひ
て
替
の
聲
」
と
。
（
『
説
文
』
同
部
に
）
「
諦
は
告
な
り
。
言
に
從
ひ
て
序
聲
。

調
は
諦
。
或
ひ
は
言
意
に
從
ふ
。
懇
は
諦
。
或
ひ
は
朔
心
に
從
ふ
」
と
。
「
五

行
志
」
引
く
『
論
語
』
は
「
想
」
を
「
訴
」
に
作
る
。
當
に
諦
の
或
禮
と
爲
す

べ
し
。

　
「
遠
」
と
は
、
明
の
及
ぶ
所
の
者
遠
に
し
て
、
凡
そ
民
の
情
事
周
く
知
ら

ざ
る
無
き
を
言
ふ
な
り
。

　
『
漢
書
』
「
劉
向
傳
」
に
、
「
読
邪
の
並
び
進
む
る
所
以
は
、
上
に
疑
心
多

き
に
由
る
。
既
に
已
に
賢
人
を
用
ひ
て
善
政
を
行
ふ
も
、
如
し
之
を
干
る
点
れ
ば
、

則
ち
賢
人
退
き
、
善
政
　
還
る
。
夫
れ
孤
疑
の
心
を
執
る
者
、
読
賊
の
口
を
來

た
ら
す
。
不
断
の
意
を
持
つ
者
、
罫
書
の
門
を
開
く
。
読
邪
進
め
ば
、
則
ち
衆

賢
退
き
、
華
柾
　
盛
ん
な
れ
ば
、
則
ち
正
士
消
ゆ
」
と
。
向
の
此
の
言
に
由
り

て
之
を
観
れ
ば
、
凡
そ
人
君
の
爪
調
の
言
を
信
ず
る
は
、
皆
な
二
心
の
多
疑
の

致
す
所
に
由
る
な
り
。
多
疑
と
は
即
ち
巡
れ
明
な
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
『
笥
子
』
「
致
三
位
」
に
、
「
聴
く
を
衡
ら
か
に
し
、
幽
を
顯
ら
か
に
し
、

明
を
重
ん
じ
、
姦
を
退
く
る
は
、
良
を
進
む
る
の
述
な
り
。
朋
窯
比
周
の
巻
は
、

君
子
聴
か
ず
。
残
賊
加
累
の
譜
は
、
君
子
　
用
ひ
ず
。
隠
亡
雍
蔽
の
人
は
、
君

子
近
づ
け
ず
。
貨
財
禽
憤
の
請
は
、
君
子
許
さ
ず
。
凡
そ
流
言
・
流
説
・
流
事
．

流
下
・
流
讐
・
扇
骨
の
、
官
な
ら
ず
し
て
衡
し
ま
に
至
る
者
、
君
子
之
を
愼
む
」

と
。
過
れ
聴
く
を
衡
ら
か
に
し
、
幽
を
顯
ら
か
に
す
と
は
、
乃
ち
譜
想
の
萌
し

を
絶
つ
る
な
り
。

　
『
漢
書
』
「
梅
福
傳
」
に
、
「
博
く
覧
、
兼
ね
て
聴
く
。
謀
る
に
疏
賎
に
及
び
、

深
き
者
を
し
て
隠
れ
ざ
ら
し
め
、
遠
き
者
を
し
て
塞
が
ざ
ら
し
む
。
所
謂
『
四

門
を
悪
き
、
四
目
を
明
ら
か
に
す
」
（
『
書
』
「
舜
典
」
ご
る
な
り
」
と
。
此
く

の
如
く
ん
ば
、
則
ち
護
賊
案
く
に
由
り
て
か
至
ら
ん
や
。
即
ひ
一
二
の
宵
小
の

妄
り
に
譜
憩
を
施
す
有
る
も
、
人
君
人
を
知
る
の
明
、
終
に
之
を
欺
掩
す
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。

注
の
「
無
人
」
よ
り
「
内
實
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
『
説
文
』
（
水
部
）
に
、
渡
は
本
と
水
名
な
り
と
。
此

に
「
浸
」
に
作
る
は
、
即
ち
寝
の
省
き
な
り
。
『
廣
雅
』
「
繹
詰
」
に
、
「
寝
は

濱
な
り
」
「
痩
は
積
な
り
」
「
潤
は
益
な
り
」
「
（
潤
は
）
濱
な
り
」
と
。
『
漢
書
』

「
高
五
王
傳
」
に
、
「
事
浸
淫
し
て
上
に
聞
こ
ゆ
」
と
。
顔
師
古
注
に
、
「
浸
淫

と
は
猶
ほ
漸
染
と
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
」
と
。
此
に
「
譜
」
と
言
ふ
は
、
徐
徐

に
言
を
顧
て
來
た
り
説
く
こ
と
、
水
の
漸
臥
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
潤
灘
を
生
じ
、

人
を
し
て
常
に
覧
ら
ざ
ら
し
む
る
が
如
き
な
り
。

　
「
皮
膚
の
外
の
語
に
し
て
、
其
の
内
實
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
は
、
『
説
文
』

（
肉
部
）
に
、
「
臆
は
皮
な
り
」
と
。
「
膚
」
は
箱
分
の
臆
な
り
。
『
繹
名
』
「
繹
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形
膿
」
に
、
「
膚
は
布
な
り
。
布
ひ
て
表
に
在
る
な
り
」
と
。
「
朔
心
」
と
は
本

よ
り
情
実
無
く
し
て
、
徒
ら
に
皮
膚
の
外
の
語
を
爲
す
な
り
。
故
に
「
膚
受
」

と
日
ふ
。
其
の
外
に
在
り
て
受
く
る
切
な
る
を
以
て
、
内
山
に
は
非
ざ
る
こ
と

此
く
の
如
し
。
『
文
選
』
「
東
京
賦
」
に
、
「
末
學
膚
受
」
と
。
（
乱
軍
）
注
に
、
「
膚

受
と
は
皮
膚
（
正
義
原
文
「
皮
傅
」
に
作
る
）
の
心
胸
（
正
義
原
文
「
心
旬
」

に
作
る
）
を
経
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
即
ち
馬
義
な
り
。

　
陳
氏
壇
『
（
論
語
）
古
訓
』
に
曰
く
、
「
『
後
影
書
』
「
戴
緑
傳
」
〔
李
賢
等
）

注
に
、
『
論
語
に
孔
子
曰
く
、
膚
受
の
訴
へ
と
。
注
に
云
ふ
、
人
の
訴
辞
を
受

く
る
を
謂
ふ
。
皮
膚
は
之
れ
（
「
皮
膚
之
」
三
字
、
『
後
漢
書
』
原
文
は
「
在

皮
膚
之
外
」
に
作
る
）
、
深
く
は
其
の
情
核
を
知
ら
ざ
る
な
り
』
と
。
案
ず
る
に
、

此
れ
馬
説
と
小
し
く
異
な
る
。
是
れ
鄭
注
に
似
た
り
」
と
。

　
今
案
ず
る
に
、
皇
（
侃
）
疏
も
亦
た
「
馬
の
此
の
注
と
鄭
と
類
せ
ず
」
と
謂
ふ
。

而
る
に
未
だ
鄭
注
の
文
を
引
か
ず
。
今
「
戴
糠
傳
」
注
、
「
受
」
を
以
て
聴
者

の
即
く
る
所
と
爲
す
。
『
後
漢
（
書
ご
「
張
・
法
・
縢
・
隅
・
度
・
小
刻
」
論
に
、

「
膚
受
の
言
互
ひ
に
及
ぶ
」
と
。
李
賢
注
に
、
「
皮
膚
の
言
を
得
て
之
を
受
け
、

其
の
情
核
を
知
ら
ざ
る
者
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
正
に
「
戴
懸
傳
」
注
に
引
く
所

の
『
論
語
』
注
の
義
な
り
。
此
と
馬
子
の
「
膚
受
」
を
喩
言
と
爲
す
と
同
じ
か

ら
ず
。
故
に
皇
氏
・
陳
氏
、
皆
な
各
お
の
之
を
辮
ず
。
然
れ
ど
も
聰
者
既
に
已

に
之
を
受
く
れ
ば
、
笑
ぞ
行
は
れ
ざ
る
の
明
有
ら
ん
や
。
終
に
是
れ
馬
義
勝
る

な
り
。

第
七
章

［
論
語
本
文
］
子
貢
問
政
。
子
日
、
躍
食
、
足
兵
、
民
信
之
　
。
子
貢
日
、
必

　
　
不
得
已
而
去
、
於
斯
三
者
、
何
先
。
日
、
去
兵
。
子
貢
日
、
必
不
得
已

　
　
議
場
、
悲
田
二
者
、
何
番
。
日
、
捕
食
。
自
古
塁
有
死
。
民
話
一
一
立
。

［
何
曇
．
推
選
勧
解
］
子
貢
　
政
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
食
を
足
ら
し
、
兵
を
足

　
　
ら
し
、
民
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
と
。
子
貢
曰
く
、
必
ず
已
む
を
得
ず

　
　
し
て
去
ら
ば
、
斯
の
三
者
に
於
て
、
何
を
か
先
に
せ
ん
と
。
曰
く
、
兵

　
　
を
去
ら
ん
と
。
子
貢
曰
く
、
必
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
ら
ば
、
斯
の
二

　
　
者
に
於
て
、
何
を
か
先
に
せ
ん
と
。
曰
く
、
食
を
去
ら
ん
。
古
よ
り
皆

　
　
な
死
有
り
。
民
　
信
無
く
ん
ば
立
た
ず
と
。

［
注
］

孔
（
安
野
）
曰
く
、
死
は
古
今
の
常
道
。

む
る
に
は
信
を
失
す
べ
か
ら
ず
。

人
皆
な
之
れ
有
り
。
邦
を
治

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
「
食
を
足
ら
す
」
と
は
、
『
禮
（
記
）
』
「
王
制
」
に
云
ふ
、

「
家
塾
國
用
を
制
す
る
に
は
、
必
ず
歳
の
抄
に
於
て
す
。
五
穀
皆
な
入
り
て
、

然
る
後
活
用
を
制
す
。
地
の
小
奴
を
用
て
年
の
豊
耗
を
視
、
三
十
年
の
通
を

以
て
國
用
を
制
す
。
入
る
を
量
り
て
以
て
出
つ
る
を
爲
む
」
と
。
又
た
云
ふ
、
「
國
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に
九
年
半
蓄
無
き
を
不
足
と
日
ふ
。
六
年
の
蓄
無
き
を
急
と
日
ふ
。
三
年
の
蓄

無
き
を
國
其
の
國
に
請
ず
と
日
ふ
な
り
」
と
。
『
葡
子
』
「
富
國
篇
」
に
云
ふ
、
「
國

を
足
ら
す
の
道
は
、
用
を
節
し
民
を
裕
か
に
し
、
善
く
其
の
籐
を
減
す
」
と
。

是
れ
食
を
足
ら
す
は
、
能
く
國
用
を
制
す
る
に
由
る
。
絵
蓄
有
れ
ば
、
則
ち
穀

を
藏
し
て
以
て
凶
荒
に
備
ふ
。
『
周
官
（
周
禮
）
』
「
倉
人
」
に
云
ふ
、
「
粟
入

の
藏
を
掌
る
。
絵
有
れ
ば
、
則
ち
之
を
即
す
。
以
て
凶
を
待
ち
て
之
を
穿
く
」
と
。

見
れ
な
り
。

　
「
兵
を
足
ら
す
」
と
は
、
『
説
文
』
（
収
部
）
に
云
ふ
、
「
兵
は
械
な
り
。
汁

に
杁
ふ
。
斤
を
持
し
力
を
歯
す
る
の
貌
」
と
。
『
周
官
（
周
禮
）
』
「
司
右
」
の
「
五

丘
己
の
（
鄭
玄
）
注
引
く
『
司
馬
法
』
に
曰
く
、
「
弓
矢
は
凋
み
、
洗
髪
は
守
り
、

父
戟
は
導
く
」
と
。
兵
は
本
と
戦
器
な
り
。
因
り
て
兵
を
執
る
の
人
も
亦
た
兵

と
日
ふ
。
『
左
（
傳
）
』
「
隙
（
公
）
四
年
」
に
、
「
諸
侯
の
師
、
鄭
の
徒
兵
を

敗
る
」
と
。
又
た
「
嚢
（
公
）
元
年
」
に
、
「
其
の
徒
兵
を
浦
上
に
敗
る
」
と
。

皆
な
士
卒
を
謂
ふ
な
り
。
此
の
文
の
「
兵
を
足
ら
す
」
「
兵
を
去
る
」
と
は
兼

ね
て
兵
器
と
人
と
有
り
。

　
顧
氏
炎
武
『
声
風
録
』
に
「
兵
を
執
る
の
人
を
以
て
兵
と
爲
す
は
、
秦
・
漢

に
始
ま
る
」
と
謂
ふ
は
、
非
な
り
。
『
春
秋
穀
梁
傳
』
（
＊
1
）
に
、
「
天
子
に

畢
生
有
り
。
諸
侯
の
上
國
は
三
軍
。
丁
重
は
二
軍
。
下
國
は
一
軍
」
と
。
金
氏

鴉
『
（
求
古
録
）
帯
説
』
（
「
軍
制
車
留
士
卒
考
」
）
に
、
「
天
子
の
皇
軍
は
、
六

郷
よ
り
出
だ
す
。
大
國
の
三
軍
は
、
三
郷
よ
り
出
だ
す
。
蓋
し
家
よ
り
一
人
を

出
だ
し
て
兵
と
爲
す
な
り
。
又
た
三
遠
に
も
亦
た
三
軍
有
り
。
三
郷
は
正
卒
下
り
。

三
遂
は
副
卒
還
り
。
郷
・
遂
は
兵
を
出
だ
し
て
車
を
出
だ
さ
ず
。
都
・
鄙
は
車

を
出
だ
し
て
兵
を
出
だ
さ
ず
」
と
。
孔
仲
（
穎
）
達
（
『
左
傳
』
）
「
成
（
公
）

元
年
」
の
「
丘
甲
」
の
疏
に
云
ふ
、
「
古
は
天
子
兵
を
用
ふ
る
に
。
先
づ
六
郷

を
用
て
す
。
六
郷
足
ら
ざ
れ
ば
、
六
遂
に
取
る
。
照
覧
足
ら
ざ
れ
ば
、
都
・

鄙
及
び
諸
侯
に
取
る
。
諸
侯
の
兵
を
出
だ
す
が
若
き
は
、
先
づ
三
郷
・
三
遂
を

蓋
く
す
。
郷
・
遂
足
ら
ず
し
て
、
然
る
後
　
遍
く
境
内
よ
り
徴
す
」
と
。
買
公

彦
（
『
周
禮
』
）
「
小
司
徒
」
の
疏
に
亦
た
云
ふ
、
「
大
國
は
三
軍
、
次
國
は
二
軍
、

小
國
は
一
軍
。
皆
な
郷
・
遂
よ
り
出
だ
す
。
猶
ほ
止
ま
ざ
れ
ば
、
遍
く
境
よ
り

之
を
出
だ
す
」
と
。

　
今
案
ず
る
に
、
兵
制
に
は
成
な
定
額
有
り
。
足
ら
ざ
る
を
患
ふ
る
所
以
は
、

民
　
貧
寡
に
し
て
、
出
軍
の
数
に
及
ば
ざ
る
べ
し
。
又
た
平
時
は
、
武
事
多
く

未
だ
講
ぜ
ず
。
車
甲
朽
補
し
、
防
備
設
け
ず
。
此
れ
空
し
く
兵
籍
有
る
と
錐
も
、

實
は
則
ち
足
ら
ず
。
叔
孫
諏
の
言
を
観
る
に
、
「
魯
は
名
有
り
て
情
無
し
」
と
（
正

義
原
文
「
公
孫
輌
」
に
作
る
は
誤
り
。
『
左
傳
』
「
哀
公
八
年
」
）
。
而
し
て
「
晋

車
千
乗
あ
り
」
て
、
「
衙
車
甫
め
て
其
の
半
ば
に
及
ぶ
」
と
（
『
左
傳
』
「
定

公
九
年
」
）
。
皆
な
兵
　
足
ら
ざ
る
の
故
な
り
。
故
に
「
駄
牝
三
千
」
と
。
詩

人
以
て
衛
文
（
公
）
を
美
む
（
『
詩
』
「
麟
風
・
定
之
方
中
」
）
。
「
公
車
千
乗
、

公
徒
三
萬
」
と
。
（
「
魯
頒
・
）
悶
宮
」
は
又
た
魯
僖
（
公
）
を
美
む
。
見
る

べ
し
、
五
時
　
兵
多
く
足
る
能
は
ざ
る
な
り
。
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「
民
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
」
と
は
、
「
民
」
字
は
當
に
略
讃
す
べ
し
。
「
信
」

と
は
、
君
民
に
予
ふ
る
に
信
を
以
て
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
『
大
戴
禮
（
記
）
』
「
王

言
」
（
正
義
原
文
「
王
言
」
に
誤
る
）
に
云
ふ
、
「
其
の
禮
守
る
べ
し
。
其
の

信
復
す
べ
し
。
其
の
二
戸
む
べ
し
。
其
の
信
に
於
け
る
や
、
四
時
春
秋
冬
夏

の
如
し
。
其
の
博
く
島
民
を
有
つ
や
、
如
し
飢
う
れ
ば
食
ら
は
し
、
如
し
渇
け

ば
飲
ま
す
。
下
土
の
人
之
を
信
ず
る
こ
と
、
夫
の
暑
熱
凍
寒
の
若
し
。
遠
き
も

翅
き
が
若
し
。
道
の
濯
ぎ
に
は
非
ざ
る
な
り
。
其
の
明
徳
を
及
ぼ
せ
ば
な
り
。

是
を
以
て
兵
革
動
か
ず
し
て
威
あ
り
。
用
利
　
施
さ
ず
し
て
親
し
む
。
此
れ
を

護
れ
明
主
の
守
り
と
謂
ふ
な
り
（
正
義
原
文
「
明
主
」
を
「
明
王
」
に
誤
る
）
。

『
千
里
の
外
を
折
衝
す
』
（
『
呂
子
春
秋
』
「
召
類
」
）
と
は
、
此
れ
を
止
れ
謂
ふ

な
り
」
と
。
又
た
（
『
國
語
』
）
「
評
語
」
に
、
「
箕
鄭
晋
の
文
公
に
封
へ
て
曰
く
、

君
心
に
信
あ
り
、
名
に
信
あ
り
（
正
義
原
文
「
名
」
を
「
民
」
に
作
る
）
、
令

に
信
あ
り
、
事
に
信
あ
り
。
金
時
に
信
あ
れ
ば
、
則
ち
美
悪
風
え
ず
。
名
に
信

あ
れ
ば
、
則
ち
上
下
干
さ
ず
。
令
に
信
あ
れ
ば
、
則
ち
時
に
偉
功
無
し
。
事
に

信
あ
れ
ば
、
則
ち
民
　
事
に
從
ひ
て
業
有
り
（
『
鴬
語
』
原
文
、
上
の
「
事
」

字
を
「
時
」
に
作
る
）
』
」
と
。
成
な
信
を
以
て
政
の
要
と
合
す
。
故
に
夫
子
「
千

乗
の
國
を
道
び
く
」
を
言
ふ
に
、
亦
た
「
事
を
敬
み
て
信
」
と
云
ふ
（
「
學
而
」
）
。

　
「
民
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
」
と
「
食
を
足
ら
す
」
「
兵
を
足
ら
す
」
と
は

三
政
重
り
。
故
に
子
貢
「
斯
の
三
者
に
於
て
」
と
言
ふ
。
鄭
（
玄
）
注
（
『
臣
軌
』

注
引
く
）
に
、
「
政
に
此
の
三
者
有
れ
ば
、
則
ち
國
彊
き
な
り
」
と
。
國
　
彊

し
と
言
へ
ば
、
明
ら
け
し
、
夫
子
の
此
の
言
は
、
國
の
貧
弱
の
爲
め
に
之
を
言
ふ
。

若
し
本
よ
り
彊
國
な
ら
ば
、
但
だ
須
く
民
を
し
て
之
を
信
ぜ
し
む
べ
き
の
み
。

食
を
足
ら
し
兵
を
足
ら
す
を
言
ふ
を
煩
は
さ
ず
。

　
「
已
む
を
得
ず
し
て
去
る
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
三
者
は
本
よ
り
宜
し
く

去
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
已
む
を
得
ず
と
は
、
國
の
凶
筆
禍
裁
の
類
の
如
し
。
政

の
備
ふ
る
に
及
ば
ざ
る
者
は
、
乃
ち
去
る
な
り
。

　
「
兵
を
去
る
」
と
は
、
力
役
の
征
を
去
る
を
謂
ふ
。
『
逸
書
』
「
羅
匡
解
」
に
、

「
年
磯
な
れ
ば
、
則
ち
兵
備
制
せ
ず
」
と
。
又
た
云
ふ
、
「
男
は
彊
を
守
り
、

戎
は
禁
じ
て
出
だ
さ
ず
」
と
。
是
れ
凶
歳
に
は
兵
を
去
る
な
り
。
其
の
時
、
樒

を
輕
く
し
賦
を
薄
く
す
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
軍
政
は
猶
ほ
未
だ
去
ら
ず
。
所
謂

凶
年
な
れ
ば
則
ち
寡
く
之
を
取
る
者
な
り
。
兵
を
去
る
も
、
食
と
信
と
有
り
。

民
と
固
く
守
れ
ば
、
自
ら
國
を
立
つ
に
足
る
な
り
。

　
「
食
を
去
る
」
と
は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
兵
を
去
る
の
後
、
勢
猶
ほ
已
み
難
く
、

凡
そ
賦
税
は
皆
な
欄
除
す
る
な
り
。
『
周
官
（
多
幸
）
』
「
忍
人
」
に
所
謂
「
凶

里
な
れ
ば
、
則
ち
力
政
無
く
、
財
当
無
し
。
地
墨
・
世
職
よ
り
収
め
ず
」
と
。

又
た
倉
庫
を
正
し
て
、
以
て
貧
窮
に
振
ふ
。
『
周
書
』
「
大
群
解
」
に
、
「
農
庫

は
郷
に
旨
く
。
郷
命
じ
て
糧
を
暴
く
。
成
の
年
に
償
は
ず
。
信
に
誠
に
匡
助
な
り
。

以
て
殖
財
を
輔
く
」
と
。
是
れ
凶
荒
に
食
を
去
る
な
り
。

　
「
信
」
の
若
き
は
、
則
ち
終
に
去
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
曰
く
、
「
古
よ
り
皆

な
死
有
り
。
混
信
無
く
ん
ば
立
た
ず
」
と
。
明
ら
け
し
、
兵
を
去
り
食
を
去
り
、
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其
の
禍
難
を
極
む
る
も
、
人
君
國
は
滅
し
、
身
は
死
す
る
に
過
ぎ
ず
。
然
る
に

古
よ
り
、
人
皆
な
死
有
り
。
死
す
る
も
君
徳
に
逼
る
べ
き
所
無
く
ん
ば
、
民
心

終
に
未
だ
忘
る
る
能
は
ず
。
死
す
る
の
日
と
難
も
、
猶
ほ
黒
く
る
の
年
の
ご
と
し
。

況
ん
や
民
其
の
上
を
戴
く
こ
と
、
手
足
の
身
を
震
り
、
子
弟
の
父
兄
を
青
る
が

如
き
を
や
。
危
難
に
値
ふ
と
難
も
、
其
れ
猶
ほ
以
て
濟
ふ
べ
し
。
是
の
故
に
信

と
は
、
上
の
民
を
編
む
る
所
以
の
準
な
り
。
筍
も
信
無
く
ん
ば
、
兵
を
足
ら
し
、

食
を
足
ら
す
と
難
も
、
猶
ほ
守
る
能
は
ず
。
況
ん
や
更
に
已
む
を
得
ざ
る
に
値

ひ
て
、
兵
・
食
皆
な
將
に
之
を
去
ら
ん
と
す
る
を
や
。

　
（
『
國
語
』
）
「
蜜
語
」
に
云
ふ
、
「
否
磯
う
。
公
　
高
嶺
に
問
ひ
て
曰
く
、

磯
を
救
ふ
に
何
を
以
て
せ
ん
と
。
封
へ
て
曰
く
、
信
な
り
」
と
。
又
た
云
ふ
、
「
是

に
於
て
か
、
仁
君
心
を
知
る
。
貧
な
る
も
掌
れ
ず
。
藏
よ
り
出
だ
す
こ
と
入
る

る
が
如
し
。
何
の
遣
し
き
こ
と
之
れ
有
ら
ん
や
」
と
。
知
る
べ
し
、
信
の
能
く

國
を
立
つ
る
を
。
箕
鄭
と
難
も
、
亦
た
此
の
義
を
知
る
。

　
鄭
（
玄
）
の
此
の
注
（
『
臣
軌
』
注
お
よ
び
『
太
平
御
覧
』
巻
四
三
〇
引
く
。

＊
2
）
に
云
ふ
、
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
人
の
特
に
急
な
る
所
の
者
は
食
な
り
。

古
よ
り
皆
な
死
有
り
と
は
、
必
ず
已
む
を
得
ざ
れ
ば
、
食
は
又
た
去
る
べ
き
な
り
」

「
民
信
無
く
ん
ば
立
た
ず
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
民
の
最
も
急
な
る
所
の
者

は
信
な
り
」
と
。

　
皇
疏
引
く
李
充
曰
く
、
「
『
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
べ
に
死
す
』
と
は
、
孔

子
の
貴
ぶ
所
な
り
（
「
里
仁
」
）
。
『
生
を
捨
て
て
義
を
取
る
』
と
は
、
孟
朝
の

尚
ぶ
所
な
り
（
『
孟
子
』
「
告
子
」
上
）
。
古
よ
り
亡
び
ざ
る
の
道
有
り
。
登
る

に
死
せ
ざ
る
の
人
有
る
無
し
。
故
に
身
を
殺
す
有
る
も
、
己
を
喪
ぼ
す
に
は
非
ず
。

荷
に
存
す
る
は
、
己
を
亡
ぼ
さ
ざ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
。

　
皇
本
、
「
民
主
」
の
上
に
「
令
」
字
有
り
。
『
〔
経
典
）
繹
文
』
に
、
「
『
於
斯

三
者
』
は
、
｝
讃
は
『
而
去
於
斯
』
も
て
絶
句
と
爲
す
」
と
。
又
た
「
去
兵
」

の
下
の
「
子
二
日
」
、
皇
本
は
「
子
エ
塁
の
二
字
無
し
。
「
無
信
」
、
（
串
本
は
）
「
不

信
」
に
作
る
。

＊
－

＊
2

『
穀
巨
獣
』
は
誤
り
か
。
『
周
禮
』
「
夏
官
司
馬
」
の
記
述
か
と
疑
わ

れ
る
。『

太
平
御
覧
』
は
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
人
の
特
に
急
に
す
る
所
の
者
は

食
な
り
」
の
み
引
き
、
鄭
玄
の
名
は
記
し
て
い
な
い
。


